
 

 

 

 

付属‐１（参考） 

 

 

水安全方針（令和 2年 3月 16日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

付属‐２（参考） 

 

 

工事に必要な火災保険等について 



工事に必要な火災保険等について 
 

 

工事において、工事請負契約書第 48条第 1項に基づき火災保険等を付す保険の種類、期間、金額

等は次のとおりとする。 

 

 

１．保険の種類 

次の対象工事ごとに定める保険とする。 

保険の対象工事 保険の種類 

建築工事 建設工事保険 

設備工事 組立保険又は火災保険 

改修工事、専門工事 建設工事保険、組立保険又は火災保険 

解体工事 保険の対象としない 

 

２．保険の対象 

(1) 工事目的物：工事出来高見込相当部分（既設建物は対象外とする） 

(2) 工事用材料：現場に搬入した検査済材料 

(3) 支給材料：引渡し済み支給材料 

(4) そ の 他：発注者が特に指定したもの 

             （注：指定がない限り、既設建物については対象としない） 

 

３．保険金額 

保険の種類 保険金額 

建設工事保険 請負金額（基礎、屋外工事を除くことができる） 

組立保険 請負金額（地中埋設物を除くことができる） 

火災保険 請負金額又は出来高金額 

 注）支給材料やその他特に指定されたものがある場合は、その額を加算した額を 

   保険金額とする。 

 

４．保険契約の時期 

保険の種類 保険契約の始期 

建設工事保険 工事着手日（基礎部分を除く場合は基礎工事完了日） 

組立保険 工事着手日 

火災保険 部分払い請求時 

 終期：工事目的物の引渡しまでの期間 

    （引渡し日が保険期間を超える場合は延長すること） 

 

５．被保険者について 

建設工事保険、組立保険は、本市および受注者と、そのすべての下請負人とする。 

火災保険は受注者とする。（支給材料がある場合も受注者とする。） 



保険証券の提示等について 
 

 

●保険証券の提示について 

  工事請負契約書第 48条第 1項により保険契約を締結したとき、又は変更したときは、保険証券

の写しを提出することにより、保険証券の提示があったものとする。ただし、年間総括契約等をし

ている場合は、当該工事が総括契約に含まれている旨の保険会社発行の証明書を提出してください。 

 

 ※年間総括契約等について 

   年間総括契約等において、保険期間の終期が引渡し日とならない場合については、終期までに

保険契約更新を行い、保険会社発行の証明書をその都度提出してください。 

 

 

●工事請負契約書第 48条第 3項について 

  受注者が任意に工事目的物及び工事材料等を保険等に付した場合は、発注者に通知し 

 なければならない。この場合、保険証券の写し、または保険会社発行の証明書を提出す 

 ることにより、通知があったものとする。 

 

 

●工事請負契約を変更契約した場合の対応 

  工事請負変更契約を締結した場合は、直ちに保険会社と協議の上、必要に応じ、「工事 

 に必要な火災保険等について」に準じて加入契約の変更の処置を講じてください。加入 

 契約を変更した場合は、上記「保険証券の提示について」のとおり取り扱ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


